
子供の安全確保に向けた取組について 

 

令和３年 11 月 30 日 

広島県教育委員会 

 

１ 不審者情報発信 

警察本部，国公私立学校，各市町教育委員会などから提供のあった不審者情報を関係機関

にメールで発信するとともに，件数の内訳を月別に集計し，研修会等で防犯への啓発活動に

活用 

≪令和３年度上半期 146 件（前年同期比 59 件減少）≫ 

※令和３年度不審者情報件数の詳細は，別紙のとおり 

※関係機関：警察本部，学事課，安心保育推進課，こども家庭課，教育事務所，県立学校， 

 市町教育委員会，広島大学附属幼稚園・小・中・高等学校 

 

２ 非行防止教室，薬物乱用防止教室の実施 

児童生徒が犯罪の被害者にも加害者にもならないよう，市町教育委員会・学校に対し，非

行防止教室や防犯教室等の取組を計画的に実施するよう指導 

薬物乱用の防止については，学習指導要領に基づく指導の徹底を図るとともに，薬物乱

用防止教室を中・高等学校において年１回は必ず開催するよう指導 

また，小学校においては地域の実態に応じ，特別支援学校においては児童生徒の実態に

応じて薬物乱用防止教室の開催に努めるよう指導 

 

３ 通学路の安全確保 

  全ての市町において，「登下校防犯プラン」に基づき，教育委員会，学校，ＰＴＡ，警察，

道路管理者等で構成する推進体制を構築し，地域の実情に応じた取組を実施 

  また，通学路の要注意箇所や「子ども 110 番の家」等の緊急避難できる場所を周知するな

ど，各学校において安全指導を実施 

 

４ 学校安全指導者講習会の開催 

学校における防犯教室の充実を図るため，教職員を対象として，防犯に関する専門的知

識・技能の向上のための講習会を実施  

≪令和３年度 オンラインと集合でのハイブリッド開催予定（於：広島市）≫ 

 

５ 放課後子供教室の実施 

(1)  国庫補助事業「放課後子供教室」の実施  

「放課後児童クラブ」と連携し，安全・安心な子供の活動拠点（居場所）を設け，地

域住民の参画を得て，学習活動やスポーツ・文化芸術活動，地域住民との交流活動等の

機会を提供する取組を推進  

   ≪令和３年度 183 教室（19 市町）で実施予定≫ 

（※令和３年９月時点） 

(2)  協働活動支援員・協働活動サポーター等研修 

放課後における児童の健全な育成を図るため，子供との関わり方や地域学校協働活動

における感染症対策に関する講義を実施  

≪令和３年度 オンライン型研修を２回実施（計 126 名参加）≫ 

（※令和３年９月時点）  
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